
委第３号議案 

 

   つくば市議会事務局設置条例及びつくば市議会基本条例の一部を改正する条 

   例について 

 

 上記の議案を次のとおり提出する。 

 

  令和４年 10月６日 

 

                   提出者 議会運営委員長 小野 泰宏  

 

   つくば市議会事務局設置条例及びつくば市議会基本条例の一部を改正する条 

   例 

 

（つくば市議会事務局設置条例の一部改正） 

第１条 つくば市議会事務局設置条例（昭和62年つくば市条例第57号）の一部を次

のように改正する。 

題名を次のように改める。 

つくば市議会局設置条例 

第１条の見出し中「事務局」を「議会局」に改め、同条中「事務局」の次に「と

して議会局」を加える。 

第２条第１項中「事務局に、事務局長、書記、その他の職員」を「議会局に、事

務局長として議会局長、書記その他の職員」に改め、同条第２項中「事務局長」

を「議会局長」に改める。 

第３条中「この条例に関し」を「議会局に関し」に改める。 

 （つくば市議会基本条例の一部改正） 



第２条 つくば市議会基本条例（平成27年つくば市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「議会事務局」を「議会局」に改める。 

「第７章 議会及び議会事務局の体制整備」を「第７章 議会及び議会局の体

制整備」に改める。 

第22条の見出しを「（議会局）」に改め、同条第１項及び第２項中「議会事務局」

を「議会局」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 議会事務局の呼称を議会局に改めるとともに、その他所要の改正を行うものであ

る。 

 



委第３号議案資料 

つくば市議会事務局設置条例（昭和62年つくば市条例第57号）新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

つくば市議会局設置条例 つくば市議会事務局設置条例 

（議会局の設置） （事務局の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条第２項の規定に基づき、市議会

に事務局として議会局を置く。 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条第２項の規定に基づき、市議会

に事務局      を置く。 

（職員の設置） （職員の設置） 

第２条 議会局に、事務局長として議会局長、書記その他の職員を置く。 第２条 事務局に、事務局長、書記、その他の職員      を置く。 

２ 議会局長、書記その他の常勤の職員の定数は、別に定める ２ 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、別に定める。 

（委任） （委任） 

第３条 法令又はこの条例に定めるもののほか、議会局に関し 必要な事項は、議

長が別に定める。 

第３条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、議

長が別に定める。 

附則 （略） 附則 （略） 

 



委第３号議案資料 

 

つくば市議会基本条例（平成27年つくば市条例第１号）新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

つくば市議会基本条例 つくば市議会基本条例 

目次 目次 

前文 前文 

第１章―第６章 （略） 第１章―第６章 （略） 

第７章 議会及び議会局  の体制整備（第22条―第25条） 第７章 議会及び議会事務局の体制整備（第22条―第25条） 

第８章・第９章 （略） 第８章・第９章 （略） 

附則 （略） 附則 （略） 

第１条―第２１条 （略） 第１条―第２１条 （略） 

第７章 議会及び議会局の体制整備 第７章 議会及び議会事務局の体制整備 

（議会局）   （議会事務局） 

第２２条 議会は、議会及び議員の政策形成などの活動を支援するため、議会局  

 の体制強化を図り、調査機能の充実に努めるものとする。 

第２２条 議会は、議会及び議員の政策形成などの活動を支援するため、議会事務

局の体制強化を図り、調査機能の充実に努めるものとする。 

２ 議長は、議会の政策立案等に資する職員を、議会局  の職員として出向させ

るよう市長に要請することができる。 

２ 議長は、議会の政策立案等に資する職員を、議会事務局の職員として出向させ

るよう市長に要請することができる。 

第２３条 （以下略） 第２３条 （以下略） 

 


